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号　証
作　成
年月日

作成者 立証趣旨 備考

甲１２２

大飯３号炉及び４
号炉重大事故等の
発生及び拡大の防
止に必要な手順
書・体制・教育の整
備について　補足
説明資料（表紙、
目次、2-168頁～
2-171頁）

写 平成26年
2月

関西電力 関西電力が、工場外への放射性
物質の拡散を抑制するための手
順等として，「放水砲による放水に
より放射性物質の拡散の抑制を図
る場合に、海洋への汚染水の拡
散の抑制を図るため、取水口およ
び放水口にシルトフェンスを設置
する手順をＳＡ所達に整備してい
る。」としている事実。

甲１０１
と同じ
文書の
別の部
分。

甲１２３

東京電力（株）福
島第一原子力発電
所における汚染水
問題に関する基本
方針

写 平成２５
年９月３
日

内閣府
原子力災
害対策本
部

被告国の機関である内閣府の原
子力災害対策本部において福島
第一原発の汚染水問題に関して
基本方針を定めたこと、及びその
内容。別紙として、「廃炉・汚染水
対策関係閣僚等会議」の設置が
定められている。

甲１２４

「汚染水のタンク
による貯水ならび
に多核種除去設備
の状況」

写 2013年４
月26日

東京電力
株式会社

東京電力株式会社が経済産業省
の汚染水処理対策委員会第１回
会議（２０１３年４月２６日）
において提出した資料の7頁部
分。溶融燃料（デブリ）の冷却
のために原子炉圧力容器内に注
入する１日に約４００立米の冷
却水が、汚染水となり、外から
流入する１日４００立米の地下
水と混合して１日約８００立米
の汚染水となっている事実が明
らかにされている。

甲１２５

「汚染水処理の現
状と今後の対応に
ついて」（表紙、
１頁）

写 2013年4
月26日

原子力規
制庁

原子力規制庁が経済産業省の汚
染水処理対策委員会第１回会議
（２０１３年４月２６日）にお
いて提出した資料の１頁部分。
溶融燃料（デブリ）の冷却のた
めに原子炉圧力容器内に注入す
る１日に３６０立米の冷却水
が、汚染水となり、外から流入
する１日４００立米の地下水と
混合して１日約７６０立米の汚
染水となっている事実を認めて
いる。

標　　　　　　　　目
　（原本・写しの別）
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号　証
作　成
年月日

作成者 立証趣旨

甲１２６

産経新聞記事
「格納容器（株）
で汚染水漏洩　事
故後初、１号機で
２カ所」

写 2013年11
月23日

産経新聞
社

福島第一原発の汚染水問題にお
いて、格納容器内から格納容器
外に汚染水が流出するルートが
実際に存在することが報道されて
いる事実。

甲１２７

東京電力報道配布
資料　２０１４年アー
カイブ　５月３０日
「福島第一原子力
発電所１号機Ｓ／Ｃ
（圧力抑制室）　上
部調査結果につい
て（西・南側外周）」

写 ２０１４年５
月３０日

東京電力
株式会社

同上。

甲１２８

東京新聞　　「格納
容器の配管漏水
福島第一３号機で
初確認」

写 ２０１４年５
月１６日

株式会社
中日新聞
社

同上。

甲１２９

ＰＷＲの原子炉格
納容器　図５　原
子炉格納容器スプ
レイ設備系統図

写 ＡＴＯＭ
ＩＣＡ

ＰＷＲにおいて、格納容器下部
の再循環サンプからのパイプ
は、格納容器を貫通して外部に
出ていること。この管が地震で
破損するおそれがあること。

甲１３０

資料１「玄海原子
力発電所３，４号
機の新規制基準へ
の適合性につい
て」（表紙、１８
頁）

写 2013年７
月23日

原子力規
制委員会

原子力規制委員会が重大事故に
よる放射能拡散として想定して
いるのが、格納容器上部からの
気体状放射能の漏えいに限られ
ていること。

標　　　　　　　　目
　（原本・写しの別）
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